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資料１

第４期静岡県子ども・若者計画の策定

（社会教育課）

（概要）

第３期静岡県子ども・若者計画（2018～2021年度）が終了することに伴い、第３期計

画の評価や子ども・若者を取り巻く現状と課題、国の「子供・若者育成支援推進大綱」

を踏まえ、第４期静岡県子ども・若者計画の策定を行う。

１ 基本理念

すべての子ども・若者が「有徳の人」として能力を発揮できる社会の実現

第３期計画の理念を継承し、社会や人のために貢献する「才徳兼備」の人を育成し、

すべての子ども・若者が自己の成長、豊かさや幸せの実感ができる社会の実現を目指す。

２ 第４期計画（案）の考え方と体系

（１）基本的な考え方

○施策を大柱、中柱、小柱に分類

○大柱ごとに「施策の概要」を記載。中柱ごとに「数値目標」（67）を記載。小柱ご

とに「施策の方針や内容」、「主な取組と対象年代」（主な取組297）を記載

（２）施策の体系

2021年４月に策定された、国の子供・若者育成支援推進大綱を勘案し、５つの基

本方針とした。

○５の大柱（基本方針）、11の中柱、28の小柱に整理

《基本方針》

１ すべての子ども・若者の健やかな成長に向けた支援

すべての子ども・若者の幸せの実現を目指した資質能力の育成

２ 困難を有する子ども・若者やその家族の支援

社会での活躍を目指した子ども・若者やその家族への支援

３ 夢の実現を目指す子ども・若者の支援

学術・文化・スポーツなど様々な資質能力の育成

４ 子ども・若者の健やかな成長を支える担い手の養成・支援

子ども・若者の育成を支える担い手の養成や活動支援

５ 子ども・若者の健やかな成長に向けた社会環境の整備

子ども・若者の安全安心な成長に向けた、環境の整備と地域づくり

３ スケジュール

１２月３日 第１回静岡県青少年問題協議会

１月19日～２月９日 パブリックコメント、大学生との意見交換

２月28日 第２回静岡県青少年問題協議会

３月 ２月県議会常任委員会

静岡県青少年対策本部において決定

計画とパブリックコメントの対応を公表（３月末）
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資料２

第４期静岡県子ども・若者計画の概要（案）

第１章 計画の基本的な考え方

１ 計画の策定にあたって

（１）計画策定の趣旨

○第３期計画は、2021（令和３）年度で終了することから、次期の子ども・若者

計画を策定

（２）計画期間

○静岡県の新ビジョン後期アクションプランや教育振興基本計画に合わせ、

2022(令和４)～2025(令和７)年度（４年間）

（３）計画の位置付け

○「子ども・若者育成支援推進法」第９条の「都道府県子ども・若者計画」で

あり、国の「子供・若者育成支援推進大綱」を勘案したもの

○静岡県の新ビジョン（総合計画）後期アクションプランや静岡県教育振興基本計

画のもと、子ども･若者の健やかな成長と自立に向けた施策を総合的かつ計画的

に推進するための分野別計画

（４）計画の対象

○０歳からおおむね30歳未満の者

（施策によっては、ポスト青年期の40歳未満の者も対象）

２ 計画の理念と方針

（１）基本理念

（２）基本方針

１ すべての子ども・若者の健やかな成長に向けた支援

２ 困難を有する子ども・若者やその家族の支援

３ 夢の実現を目指す子ども・若者の支援

４ 子ども・若者の健やかな成長を支える担い手の養成・支援

５ 子ども・若者の健やかな成長に向けた社会環境の整備

（３）施策の展開の特徴

〇子ども・若者を取り巻く現状と課題を踏まえ、施策を展開

・不登校やひきこもりの増加、長期化による相談体制の充実

・生産年齢人口、子ども・若者人口の減少による地域活動の担い手の養成

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、青少年活動への支援や困難を

抱える子ども・若者とその家族に対する支援の充実 など

第２章 子ども・若者の状況

○生産年齢人口や子ども・若者人口の減少

○自然体験活動やボランティア活動、社会貢献活動の減少

○いじめの認知件数や解消率は減少傾向

○刑法犯・特別法犯で検挙・補導された少年は減少傾向

○教育のＩＣＴ化に伴う情報モラルの関する教育活動の増加

○不登校やひきこもりの増加、長期化

○10歳代から30歳代までの死因のトップは「自殺」

すべての子ども・若者が「有徳の人」として能力を発揮できる社会の実現
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第３章 施策の展開

基本方針 施策の展開

基本方針１

すべての

子ども・若者の

健やかな成長に

向けた支援

1.1 自己形成のための支援

1.1.1 日常生活能力の向上

1.1.2 学力の向上と大学教育等の充実

1.2 健康と安全・安心の確保

1.2.1 相談体制の充実といじめ、非行の防止

1.2.2 健康教育の推進と健康の確保・増進等

1.2.3 被害防止等のための教育・啓発

1.3 若者の職業的自立と就労支援、社会参画への支援

1.3.1 職業能力の習得と就労支援の充実

1.3.2 社会形成への参画支援

基本方針２

困難を有する

子ども・若者や

その家族の支援

2.1 重層的な支援ネットワークの構築とアウトリーチの充実

2.1.1 重層的な支援ネットワークの構築

2.1.2 アウトリーチの充実

2.2 困難な状況ごとの支援

2.2.1 ニート、ひきこもり、不登校などの子ども・若者の支援と

子どもの貧困問題への対応

2.2.2 障害等のある子ども・若者の支援

2.2.3 立ち直り支援と犯罪被害者支援、被害防止と保護

2.2.4 特に配慮が必要な子ども・若者の支援

基本方針３

夢の実現を

目指す子ども・

若者の支援

3.1 グローバル社会で活躍する人材の育成

3.1.1 地域についての学びの充実

3.1.2 国際交流と海外留学の促進

3.1.3 ＥＳＤの推進

3.1.4 専門性を高める教育の充実

3.2 スポーツと文化芸術活動の振興

3.2.1 競技者と芸術家の育成

3.2.2 障害者のスポーツと文化芸術活動の振興

基本方針４

子ども・若者の

健やかな成長を

支える担い手の

養成・支援

4.1 多様な担い手の養成・支援

4.1.1 指導者や協力者等の養成

4.1.2 学生ボランティア、青年ボランティアによる相談・支援

4.2 教員の資質能力の向上

4.2.1 授業力の向上

4.2.2 生徒指導力の向上

基本方針５

子ども・若者の

健やかな

成長に向けた

社会環境の整備

5.1 地域、学校、家庭の連携と子育て支援の充実

5.1.1 家庭教育支援

5.1.2 地域づくりの推進と地域全体で子どもを育む環境の整備

5.1.3 子育て支援の充実

5.2 良好な社会環境の整備

5.2.1 社会環境の整備

5.2.2 ネット依存や依存症等への対応
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資料３

第１回静岡県青少年問題協議会（令和３年 12 月３日） 意見と対応

No. 意見 対応

１

【1.2.3 被害防止等のための教育・啓発】

・来年４月から、高校では成年と未成

年が混在する。未成年として保護が

なくなることで、契約関係のトラブ

ルの発生が懸念されるので、取組を

充実する必要がある。

〇御意見を計画に反映

・「「高校生消費者教育出前講座」を拡大

するなど、若者への消費者教育を強化

する」旨を追記します。(p27)

・「消費者教育（家庭基礎）の内容を充実

させるとともに、高校３年時に成年と

なることに関して注意喚起を促進す

る」旨を追記します。(p27)

・「契約の知識や留意点等を学習すると

ともに、出前講座の活用など、自立し

た消費者の育成に取り組む」旨を追記

します。(p27)

・主な取組として、「生徒指導担当者連絡

協議会において、消費者教育に関する

取組の周知と実践事例の紹介」を追記

します。(p28)

２

【1.3.1 職業能力の習得と就労支援の充実】

・若者に対して、どのような移住支援

を行うのか、具体的に教えていただ

きたい。

〇御意見を計画に反映

・「本県の企業や地域の魅力を積極的に

発信するとともに、企業とのマッチン

グの機会をつくり、県内学生だけでな

く、本県出身の大学生や移住を希望す

る首都圏等の社会人などの若者人材の

支援に取り組む」旨を追記します。

(p30)

３

【1.3.1 職業能力の習得と就労支援の充実】

・不登校の生徒が学校を離れると、支

援の手が届きにくく、ひきこもりに

もつながる。

〇御意見を計画に反映

・切れ目のない支援を行うため、「在学時

から地域若者サポートステーションと

の連携を図り、就業に向けた取組を推

進する」旨を追記します。(p30)
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No. 意見 対応

４

【5.1.2 地域づくりの推進と地域全体で子どもを育む環境の整備】

・異年齢の交流は、自尊感情や自己有

用感を高めることから、通学合宿を

進めてほしい。

〇御意見を計画に反映

・「宿泊体験を含む様々な体験活動や異

学年・異世代との交流を実施する団体

を支援する」旨を追記します。(p53)

５

【5.2.2 ネット依存や依存症等への対応】

・ＧＩＧＡスクール構想の進展やスマ

ホ使用の低年齢化により、ネットリ

テラシーの強化に取り組む必要が

ある。

〇御意見を計画に反映

・「ワークショップの実施」や「正しく

安全なネット利用の促進を図るための

講座や講演会を実施」する旨を明示し

ます。(p55)

６

【全体】

・取組を進めたことが的確に反映でき

る指標を選定するとよい。

〇御意見を計画に反映

・指標について見直しを検討しました。

７

【全体】

・相談窓口や支援団体の紹介等の記載

があるとよい。

〇御意見を計画に反映

・巻末に、相談窓口や支援団体の資料を

掲載します。(p78～82)

８

【全体】

・策定に当たっては、現場で取組を進

めている団体から幅広く意見を聞

いた方がよい。

〇御意見を踏まえて取り組む

・パブリックコメントのほか、青少年育

成会議の構成団体や地域で活動を行う

大学生等に情報提供し、意見の聴取を

行いました。

９

【全体】

・計画が県民に浸透するよう、わかり

やすく広報していくことが必要で

ある。

・県民が身近に取組を知るところと

なってほしい。

〇御意見を踏まえて取り組む

・計画の概要版を作成するなど、計画の

内容をわかりやすく広報します。
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「パブリックコメント」に寄せられた意見と対応（県の考え方） 資料４

（15 件 ８の個人と団体からの意見）

No. 寄せられた意見の概要 意見に対する県の考え方

１

第２章 子ども、若者の状況

・自殺者数の統計を入れてほしい。

・自殺者数の推移と 10 歳代から 30歳代までの

死因の上位に係る統計を掲載しました。

(p12)

２

【1.1.1 日常生活能力の向上】

・文化施設を紹介する県のホームページの充実

を求める。

・御意見を参考に、ホームページの充実を図る

など、県民が文化芸術に触れる機会の拡充に

向け、取組を推進します。

３

【1.2.1 相談体制の充実といじめ、非行の防止】

【2.2.1 ニート、ひきこもり、不登校などの子ど

も・若者の支援と子どもの貧困問題への対応】

・いじめや不登校の現状は、個性や違いを認め

ない、学校教育の画一性に問題があるのでは

ないか。オンラインを含めた様々な学習方法

の選択ができる方がよい。

・全ての児童生徒の安全安心な学校生活の実現

に努めるとともに、一人ひとりに応じた「個

別最適な学び」と仲間との学び合いを中心と

する「協働的な学び」のそれぞれの良さを生

かした、資質能力をバランス良く育成しま

す。

・いじめ、不登校等の未然防止や児童生徒が抱

える様々な心の問題の改善に向けた支援等

について、一層の充実を図ります。

４

【2.2.1 ニート、ひきこもり、不登校などの子ど

も・若者の支援と子どもの貧困問題への対応】

・ひきこもりや不登校の人たちを、無理に地域

社会に引き出しても状況の悪化を招く恐れが

ある。不登校や中途退学者に対する学習機会

の充実が必要である。

・個別のニーズや状況にあわせた支援と情報提

供の充実に努めます。

・児童生徒それぞれの可能性を伸ばせるよう、

様々な関係機関との連携や活用等により、社

会的自立に向けた進路の選択肢を広げるた

めの支援に努めます。

５

【2.2.1 ニート、ひきこもり、不登校などの子ど

も・若者の支援と子どもの貧困問題への対応】

・子どもの貧困問題への対応は、制度（取組）

自体は充実している。周知が必要である。

・生活支援や学習支援について、更なる周知

や普及啓発に取り組みます。

６

【2.2.3 立ち直り支援と犯罪被害者支援、被害防止と保護】

・子ども・若者の福祉を害する犯罪対策が性的

なものに偏っている。

・性被害の防止のほか、様々な犯罪に対応す

る見守り活動、講座、講演会などに取り組

みます。

７

【5.2.1 社会環境の整備】

・良好な社会環境の整備は、知る権利や表現の自

由の侵害にならないようにするべきである。

・条例の目的（第１条）や適用上の注意（第２

条）を踏まえ、県民の権利及び自由を不当に

制限しないよう、適切な運用に留意します。

・「優良図書類の推奨」と「有害図書の指定」

については区分して併記します。(p54)

８

【5.2.1 社会環境の整備】

・「優良図書類の推奨や有害図書の指定」では青年

期が「核となる対象年代」になっているが、静

岡県青少年環境整備条例によれば、この施策は

18 歳未満の青少年向けであり、有害図書が 18

歳以上にとって有害であるとの誤った認識を

与えかねないため、青年期およびポスト青年期

は対象から外すべきである。
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No. 寄せられた意見の概要 意見に対する県の考え方

９

【5.2.2 ネット依存や依存症等への対応】

・子どもからネットやゲームを取り上げたり、時

間を制限しても意味はなく、逆に悪化を招く恐

れもある。子ども自身の問題を解決することが

先決ではないか。

・引き続き、正しく安全なネット利用の促進を

図るため、家庭での具体的なルール作りの普

及に取り組んでいきます。

・また、県内各地でワークショップを開催し、

意見交換を実施しており、収集した事例につ

いては、今後幅広く周知を図り、子どもたち

の問題解決のきっかけに繋げていきたいと

考えています。
10

【5.2.2 ネット依存や依存症等への対応】

・「正しく安全なネット利用の促進を図るととも

に」との記載があり、インターネット等の利活

用を前提とした啓蒙活動を通して「ゲーム障

害・ネット依存」を回避改善しようとする方針

は評価できる。

11

【5.2.2 ネット依存や依存症等への対応】

・ＷＨＯが「ゲーム障害」を認めた記録はなく、

厚生労働省も認めていないことから、この依存

症に関して対応することは意味がない。

・この施策は、医療行為を前提としたものでは

なく、正しく安全なネット利用の促進を目的

とし、学校や家庭において現実として存在す

る子どもたちのネットやゲームに関する課

題への取組です。

・「ネット依存」が、ＷＨＯの国際疾病分類に位

置づけられていないことは承知しておりま

すが、「ネット依存」という言葉は、広く一般

に認知されており、県民に事業を周知する上

でわかりやすいと考え、使用しています。

・また、「ゲーム障害」と「ネット依存」は異な

るものとして認識し、取組を進めているとこ

ろですが、子どもがネットやゲームに熱中す

るあまり、日常生活をコントロールすること

ができず、昼夜逆転や体調不良、学力低下な

ど、様々な問題が生じる恐れがあることも否

定できないことから、この２つの状態が全く

関連性がないものとは考えておりません。

・近年、子どもたちを取り巻くＩＣＴ環境が急

激に変化し続ける現状から、県では、医療関

係者を含む様々な分野の委員で構成する有

識者会議を設置し、御意見を踏まえながら、

取組を進めているところです。

12

【5.2.2 ネット依存や依存症等への対応】

・「ゲーム障害」について、「傾向」や「疑い」と

いう水準に係る文言を記載すると、国際疾病分

類の定義に該当しない子ども等に対して、医療

行為や支援と称した強権的な干渉を行われる

危険性がある。あくまで定義に合致する場合に

医療支援を行う旨の表現に改めるべきである。

13

【5.2.2 ネット依存や依存症等への対応】

・「ゲーム障害」について「発症メカニズムの科学

的知見が確立されていない」旨、政府も認めて

おり、その対応を行政施策として行うことは行

き過ぎである。確たる根拠を示せないのであれ

ば、項目自体を削除し、審議を尽くすべき。

14

【5.2.2 ネット依存や依存症等への対応】

・「ネット依存」はＷＨＯの国際疾病分類（ＩＣＤ

-11）にはなく、新たな問題として取り上げるこ

とは適切ではない。「ゲーム障害」と同列に記載

すべきではない。また、「ネット依存」は定義が

明確でないため、県の施策の医学的な適切さの

判断が不可能である。そのような状況のなか、

施策は極めて慎重な企画・実施に留意すべき。
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No. 寄せられた意見の概要 意見に対する県の考え方

15

【5.2.2 ネット依存や依存症等への対応】

・「子どもたちのスマートフォンの所持率の上昇

や、ネット利用の低年齢化が進み、子どもたち

のメディア接触時間の増加が懸念される」との

記載があるが、インターネットの利活用が増加

し、社会経済活動で不可欠なものである以上、

それぞれの状況が「懸念」すべき事象ではない。

「懸念」という表現ではなく、状況を事実とし

て受け止める表現とすることで、インターネッ

ト利活用を前提とした対策を講じることにつ

ながるのではないか。

・御意見のとおり、ネットは、利用目的が多様

化するとともに、日常生活において不可欠な

ものとなっていますので、「懸念」との表現を

改め、修正します。

・「子どもたちのスマートフォンの所持率の上

昇やネット利用の低年齢化、学校におけるＧ

ＩＧＡスクール構想の進展など、青少年を取

り巻くＩＣＴ環境が急激に変化し続ける現

状を踏まえ、正しく安全なネットの利用促進

を図るため～」

(p55)
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大学生との意見交換の主な意見と対応 資料５

常葉大学ボランティアサークル Thunderbirds／静岡学習支援ネットワーク

No. 寄せられた意見の概要 対応

１

第２章 子ども・若者の状況、

【2.2 困難な状況ごとの支援】

・数値目標に「自殺による死亡者数」が掲載され

ているが、子ども・若者に絞った自殺者数とそ

の要因を掲載してほしい。

・第２章「子ども・若者の状況」に、自殺者数

の推移と10歳代から30歳代までの死因の上

位に係る統計を掲載しました。(p12)

２

【1.3.2 社会形成への参画支援】

【4.1.1 指導者や協力者等の養成】

・ボランティアに限らず、大学生が幅広く参加で

きる取組の充実を求める。

ボランティア活動について、「多様な人々の参

入の裾野を広げ、自主的・自発的な活動を促進」

とは、具体的にはどのようなことか。

・県では、青少年団体の活動支援や助成、指導

者の研修、級位認定等を通じて、健全育成県

民運動を推進していますので、今後も積極的

な情報発信に努めます。(p48)

・また、「自主的・自発的な活動の促進」につい

ては、「市町のボランティアや災害ボランテ

ィアの活動支援、福祉教育の推進など」の具

体例を追記します。(p32)

３

【2.2.1 ニート、ひきこもり、不登校などの子ども・

若者の支援と子どもの貧困問題への対応】

・支援団体を知ってもらえるように広報をしてほ

しい。また、民間支援団体同士の繋がりを作れ

る場が必要。

・巻末に相談窓口や支援団体の資料を掲載する

ほか、ふじのくにｉ（アイ）マップのパンフ

レットを作成・配布し、広報に努めます。ま

た、合同相談会などを活用し、民間支援団体

同士の交流の場を確保します。

(p35、p78～82)
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